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岩手県ふるさと振興部学事振興課総括課長 

 

 

高等教育の修学支援新制度の対象機関について（通知） 

 このことについて、高等教育の修学支援新制度（大学等における給付型奨学金及び授業料等の

減免）では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすことの確認

を受けた大学等（確認大学等）を対象機関とすることとされています。 

このたび国と各地方公共団体における確認が終わり、９月 11日（金）に下記のとおり対象機関

が公表されましたのでお知らせします。 

記 

１ 文部科学省ホームページ 

  文部科学省のホームページでは、一定の要件を満たすことの確認を受けた全ての大学・短期

大学、高等専門学校、専門学校の一覧表が公表されています。 

（１）高等教育の修学支援新制度ホームページ 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1420041.htm 

 ※トップページ > 教育 > 大学・大学院、専門教育 > 高等教育の修学支援新制度 > 高等

教育の修学支援新制度の対象機関（確認大学等） 

（２）主な公表資料 

○新たに確認された大学等（確認大学等） 

○大学等（確認大学等）に係る確認の取消し 

○高等教育の修学支援新制度の対象機関リスト（全機関要件確認者の公表情報とりまとめ） 

○確認大学等による確認申請書の公表ホームぺージアドレスの一覧 

 

２ 岩手県ホームページ 

  岩手県のホームページでは、岩手県が確認を行った、公立大学、公立短期大学、公立及び私

立専門学校の一覧表を公表しています。岩手県内の対象機関となる国立大学、私立大学及び国

立高等専門学校については、確認者である文部科学省のホームページで公表されています。 

  【岩手県ホームページ 公表アドレス】 

  https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/1031406/1032859.html 

  ※トップページ > 教育・文化 > 教育 > 大学生等修学支援 > 大学等における修学の支援に

関する法律（令和元年法律第 8 号）による修学支援の対象機関となる大学等（確認大学等）

について 
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